
                                           

 

建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定基準 

 

１ 趣旨 

   次の基準に適合するものは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４３条第２項第１号の規定に基づき、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めるものとする。 

 

２ 基準 

建築基準法施行規則（昭和２５年省令第４０号。以下「省令」という。）第１０条の３第１項

各号のいずれかに該当し、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その

延べ面積の合計。）が５００平方メートル以内で、用途及び敷地がそれぞれ次に掲げる基準に適

合すること。ただし、その用途又は規模の特殊性により法第４３条第３項の静岡県建築基準条例

（（以下「条例」という。）第１２条、第１３条、第４８条及び第４９条の２に限る。）で制限が

付加されているものを除く。  

(1) 省令第１０条の３第１項第１号に該当するもの（公共の用に供する道） 

次の各号の一に該当する公共の用に供する道に２メートル以上接する敷地に建築する法別表

第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途に供する建築物 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する幅員４メートル以上の公共の用に供する道（以下「公有地等」

という。） 

ただし、当該公有地等を法上の道路とみなしたときに、法第５２条第２項及び法第５６

条各項の規定に適合すること  

(ｱ) 地方公共団体が管理し、使用承諾又は同意が得られた道  

(ｲ) 土地改良法第２条第２項第１号に規定する農業用道路で、管理者の使用承諾又は同意

が得られたもの  

イ 敷地と道路との間に河川、水路、国又は地方公共団体が管理する公有地（以下「水路等」

という。）がある場合で、次の(ｱ)から(ｴ)のいずれにも該当する通路 

(ｱ) 水路等に幅２メートル以上の橋や蓋等が設けられている部分（以下「占用部分」という。）

で、当該占用部分が一般通行の用に供されていること（水路等の管理者の承諾又は占用

許可を受けており、通行に支障となる構造物がない場合に限る。） 

(ｲ) 占用部分が接する道路を前面道路として、法第５２条第２項の規定に適合するもの 

(ｳ) 水路等の部分を前面道路の幅員に加算して、法第５６条各項の規定に適合するもの 

(ｴ) 道路は法第４２条第１項各号に該当する道路であること 

(2) 省令第１０条の３第１項第２号に該当するもの（道に関する基準に適合する道） 

次の各号のいずれにも該当する道に２メートル以上接する敷地に建築する一戸建ての住宅、

長屋又は法別表第２（い）項第２号に掲げる用途に供する建築物 

ア 省令第１０条の３第1項の施行日（平成３０年９月２５日）以前から存在する、富士宮市

建築基準法施行細則（平成８年富士宮市規則第１８号）第１４条及び「富士宮市道路の位

置の指定基準」（平成９年４月１日富士宮市都市整備部長決裁）に適合する道であること 

イ 省令第１０条の４の２第２項に掲げる承諾書が申請書に添付されていること（道の敷地と

なる土地の所有者及び権利を有する者並びに道を管理する者の承諾書） 

ウ 当該道を前面道路とみなして、法第５２条第２項及び法第５６条各項の規定に適合するこ

と 

 

３ その他 

  本認定基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 この基準は平成３１年３月２０日から施行する。 

附則 この基準は令和６年４月１日から施行する。 


